
燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市開催５競技会場 

のぼり旗等設置・撤去等業務委託仕様書 

 

１ 業務名称 

燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市開催５競技会場のぼり旗等設置・撤去等業務 

委託 

 

２ 業務目的 

燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市開催競技会の開催気運と歓迎ムードの高揚を図り、

大会参加者等を歓迎するため、のぼり旗及び応援幕の設置、撤去等を行い、円滑な大会

運営が行われることを目的とする。 

 

３ 業務場所 

(1)  バスケットボール競技・軟式野球競技・空手道競技会場 

 会場施設名 住  所 

総合運動公園及び道路 薩摩川内市運動公園町3030 

(2) 川内駅 

 会場施設名 住  所 

川内駅及び道路 薩摩川内市鳥追町1-1 

(3) ホッケー競技会場 

会場施設名 住  所 

樋脇屋外人工芝競技場 薩摩川内市樋脇町塔之原8658 

丸山自然公園 薩摩川内市樋脇町塔之原12700 

(4) ウエイトリフティング競技会場 

会場施設名 住  所 

入来総合運動場体育館及び道路 薩摩川内市入来町副田6029-1 

 

４ 履行期間 令和５年１０月４日（水）～１０月１８日（水） 

 

５ 業務内容  

本仕様書で示す競技会場等に必要な各種のぼり旗及び応援幕の設置・撤去等業務 

別紙「競技会場等のぼり旗等の設置・撤去等業務特記仕様書」のとおり 

 

６ のぼり旗等の保管場所 

  下記施設のぼり旗等を保管場所から搬入先に運搬して、設置する。 

総数量 種 別 保管場所 会場施設名 

 １６０本  歓迎のぼり旗 

旧陽成小学校 
総合運動公園 

川内駅 
  ２０本  全競技のぼり旗 

９４本  応援のぼり旗 



１４１枚  応援幕 旧陽成小学校 前ページのとおり 

 ２０７本  歓迎のぼり旗 

向山自然公園 

樋脇屋外人工芝競技場 

丸山自然公園 

入来総合運動場体育館 

１４１本  応援のぼり旗 

９４枚  応援幕 

※撤去の際には、旗とポールを分けて、市実行委員会が指定する場所に戻すこと。 

 

７ 設置期間、撤去及び原状回復期間 

設置期間、撤去及び原状回復期間は下記のとおりとする。 

(1) バスケットボール競技・軟式野球競技・空手道競技 

設置場所 設置期間※ 撤去日・原状回復日 

総合運動公園及び道路 
１０月 ４ 日（水） 

～ 
１０月 ５ 日（木） １０月１７日（火） 

～ 
１０月１８日（水） 

 
１０月１１日（水）に応援幕４７枚は空手道競
技からバスケットボール競技に取替え 

総合運動公園野球場 
１０月 ９ 日（月） 

～ 
１０月１０日（火） 

１０月１５日（日） 

※１０月４日（水）～１０月５日（木）に設置する応援のぼり旗及び応援幕は、軟式野 

球競技及び空手道競技を設置する。１０月１１日（水）に会場の仕様が空手道競技から 

バスケットボール競技に変更になる。それに伴い応援幕を空手道競技からバスケットボ

ール競技に取替えること。 

(2) 川内駅 

設置場所 設置期間 撤去日・原状回復日 

川内駅及び道路 
１０月 ４ 日(水) 

～ 
１０月 ５ 日(木) 

１０月１７日（火） 
～ 

１０月１８日（水） 

(3) ホッケー競技 

設置場所 設置期間 撤去日・原状回復日 

樋脇屋外人工芝競技場 
１０月 ４ 日（水） 

～ 
１０月 ５ 日（木） 

１０月１３日（金） 
～ 

１０月１４日（土） 
丸山自然公園 

(4) ウエイトリフティング競技 

設置場所 設置期間 撤去・原状回復期間 

入来総合運動場体育館及び道路 
１０月 ６ 日（金） 

～ 
１０月 ７日（土） 

１０月１７日（火） 
～ 

１０月１８日（水） 

 



８ 設置等 

(1) のぼり旗等の設置については、本仕様書及び別紙「競技会場等のぼり旗等設置・撤

去等業務特記仕様書」より行い、発注者と十分協議のうえ実施にあたること。 

(2) のぼり旗等の設置については、風雨対策を万全に施し、倒飛壊が生じないように、

紐、針金又は杭木等堅牢な固定方法により設置するとともに、安全対策を確実に実施

すること。また、既存の構造物等に固定する場合は、発注者と協議のうえ、破損のな

いよう養生を施すこと。 

(3) 荒天等により、危険回避のため、のぼり旗等の一時撤去が必要と思われる場合は、 

発注者と協議のうえ、速やかに撤去を行い、天候の回復を待って発注者の指示により 

再度設営を行うこと。その場合の費用については、別途協議する。 

(4) のぼり旗等の安全管理に努めるとともに、安全管理上の不備により、利用者及び使 

用者並びにその他の者に事故等が生じた場合、受注者の責任と判断により適切な措置 

を講じること。 

(5) 設置業務完了後はすみやかに発注者に報告し、発注者の確認を受けること。 

(6) 受注者は、道路管理者等から異議又は意見があったときは、すみやかに発注者に報

告し、その指示を受けること。 

 

９ 撤去及び原状回復 

(1) 競技会終了後はすみやかにのぼり旗を撤去し、当該設置箇所を原状に回復すること。 

(2) 撤去業務完了後はすみやかに発注者に報告し、発注者の確認を受けること。 

 

10 回収等 

大会終了後、のぼり旗等の撤去の際には、旗とポールを分けて、市実行委員会が指 

定する場所に戻すこと。 

 

11 再委託等 

本業務の全部を再委託することは禁止する。ただし、本業務の一部の再委託について、

再委託先の一覧を提出し、発注者の確認を受けた場合はこの限りでない。 

なお、再委託先の選定にあたっては、薩摩川内市内の業者を優先的に選定すること。 

 

12 適用 

(1) 範囲 

本仕様書は、本業務の基本的事項について定めるものであり、本仕様書に明記され

ていない事項でも業務遂行上必要な事項は、発注者と協議のうえ、受注者の責任にお

いて、誠実に履行すること。 

(2) 疑義 

本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。 

 

13 秘密の保持 

本業務の履行に際し、知り得た秘密を他人に漏洩してはならない。また、この契約が

終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 



14 業務完了報告 

受注者は、全業務完了後、直ちに業務完了届を作成し、業務実績について発注者へ報

告すること。その際、設営前・設営後及び撤去後の電子データによる写真を添付するこ

と。 

 

15 その他 

(1) 積算及び請求書に記載する単価については、人件費、交通費、運搬費、設置用消耗

品等の全ての経費を一単価に含めること。 

(2) その他不明な点があった場合は、発注者の指示を受け適切に履行をすること。 

 

16 提出書類 

次の書類を提出するものとし、提出する様式、電子媒体等は発注者と受注者が協議し、

決定するものとする。各書類等の提出期限については、別途発注者が指定する日とする。 

なお、提出する成果品の著作権及びその他いかなる権利は、すべて発注者に帰属し、

二次利用等に対し、受注者は一切異議を唱えることはできない。また、成果品の提出前

であっても、報告された計画書等を業務上必要な範囲において使用する場合がある。 

(1) 契約締結後 

ア 契約金額内訳明細書 

イ 作業工程表（業務実施計画書） 

ウ 着手届 

エ その他発注者が指示するもの 

(2) 業務終了後 

ア 成果品写真（設置前・設置後・撤去後）（jpgフォーマット） 

イ 業務完了届 

ウ その他発注者が指示するもの 

 

17 提出・問合せ先：〒８９５－８６５０ 鹿児島県薩摩川内市神田町３番２２号 

燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市実行委員会事務局 

（薩摩川内市経済シティセールス部国体推進課） 担当：山口 

TEL：０９９６－２３－５１１１（内線６４２１） 

Mail：kokutai-kyogi@city.satsumasendai.lg.jp 


